
パブリックコメント手続結果 

 

１． 意見を求めた事項：南相馬市一円融合の地域活性化条例等（素案） 

２． 意見等の募集期間：令和３年１月１５日（金曜日）～２月３日（水曜日） 

３． 意 見 提 出 者：８人 

４． 意 見 総 数：１５件 

５． パブリックコメントで寄せられた意見の概要と市の考え方 

№ ご意見の概要 市の考え方 

1 行政区長に提供できる名簿には、電

話番号まで記載されるのか。 

提供するのは、世帯主の氏名、住

所、性別、さらに必要と判断される

場合は、年齢までです。電話番号は

住民基本台帳に記載されていない

ため、提供しません。 

2 アパート等に作業員が入れ替わり

立ち代わり居住するケースが見受け

られる。そのような作業員も情報提供

の対象となるのか。 

住民票が本市にあれば情報提供

の対象となります。 

 

3 行政区長は、アパート入居者の行政

区加入に関して、これまで個別でオー

ナーに理解を求めるなど、対応に苦慮

するところがあったが、住宅関連事業

者の役割が明確になれば、今後市の方

針としての説明ができるようになる

ため、条例制定は効果的であると考え

る。 

条例施行後は、住宅関連事業者に

ご協力をいただき、市の方針として

の行政区加入を呼びかけていただ

く考えです。 

4 行政区では、行政区長が転入者など

に行政区加入を呼びかけても、なかな

か加入してもらえない現実がある。条

例を定めても、現実的な加入促進は難

しいと捉えているが、市としてどのよ

うに考えるか。 

 

条例の制定を契機に、令和３年度

から今後行政区加入に関する啓発

事業等を実施していきます。これら

の取組により、各行政区長と連携し

ながら、市民に対して行政区加入に

ついて継続して訴えていきます。 

5 事業者の定義のほかに住宅関連事

業者を特出しして定義しているのは

なぜか 

 

 

 

 

 

 

 

市内のアパート等の斡旋に際し

て、行政区加入等の市の方針を呼び

かけていただく考えです。 
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6 市が行政区を条例の中で定義し、新

たに役割を与えることは、今後行政区

に市の仕事をお願いしていくという

ことではないのか。そのように捉えれ

ば、条例の施行に合わせて、行政区長

に対して報酬等を支給する仕組みも

必要と考えるが、その点はいかがか。 

 

今年度、南相馬市区長連絡協議

会では、「市と行政区の協働のまち

づくり」の検討を行いました。そ

の中で、行政区全体の取組とし

て、今後行政区への加入促進に力

を入れていくことが確認されまし

たので、このことを条例で明文化

するものです。行政区に新たな市

の業務が加わるわけではありませ

ん。 

 

7 自分の行政区は 250戸ほどあるが、

行政区に加入しているのは 200 戸ほ

ど。そのため、道ですれ違ってもわか

らない人がいる。そのようなことの解

消に向けたよい条例だと評価する。今

後、この条例をもってしても未加入者

がいるような場合は、行政区加入を義

務化してもよいのではないか。 

 

全国的に自治会への加入は自主

的なものとなっています。本市とし

ても、行政区への加入は、個人の自

主性を尊重することとし、市民同士

が支え合い、行政区に加入したい、

と感じるような地域づくりを目指

します。 

8 双葉郡等からの避難者は、周りと

関わりを持とうとせずに、静かに暮

らしている方が多い。しかし、本来

コミュニティは、この条例にあるよ

うな形が理想と考える。この条例を

契機に、双葉郡からの被災者と地域

住民が触れ合えるような仕掛けを市

にはお願いしたい。 

 

 市では、行政区内のコミュニティ

の醸成を目的に「地域の絆づくり支

援事業」に取り組んでいます。この

事業は、行政区と避難者が交流する

ことも目的にありますので、事業の

周知を図ってまいります。 

 

9 昨年の区長懇談会で要望していた

のは、地域活性化を目的とした転入者

の情報提供で、行政区長の申請がなく

ても市が情報提供することを想定し

ていたが、申請を必要とするのはなぜ

か。 

 

 

 

 

個人情報は、個人情報保護法に基

づき、慎重に取り扱われるべきもの

でありますので、名簿を活用する団

体の申請とし、個人情報を扱う要件

が整っている行政区かどうか市で

確認させていただくものです。 
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10 条例では名簿を災害時の避難支援

等の目的で提供するとしているが、

施行規則では、世帯主の情報しか出

さないとしている。目的を考えれ

ば、家族構成及び年齢の情報も提供

すべきではないか。 

 

市では、地域での災害時の避難支援

等に当たっては、平常時のコミュニ

ケーションを通じた見守りが必要

であると捉えています。市から提供

される名簿を基に、行政区長を中心

とした訪問活動を通じ、避難支援に

係る情報収集に努めていただく考

えです。 

11 条例にある名簿提供の仕組みより

も、転入者が行政区長に挨拶に行く

仕組みを作った方がよいと思う。災

害時、行政区長は、被災者に対する

物資の支援、安否確認、炊き出しの

世話など行うことを想定している

が、名前も知らず、会ったこともな

い住民に対する支援は現実的に難し

い事だと考えている。 

No.10の回答のとおりです。 

併せて、市民課では、転入者に行

政区加入の呼びかけを行い、行政区

長のところに出向くようお願いし

ているところです。 

 

12 すべての行政区が「行政区届出

書」や「役員名簿」等の資料を事前

に市に提出する義務があると施行規

則を誤読してしまった。施行規則第

２条に「情報を申請しようとする行

政区は」等の文言を明記すべきでは

ないか。 

施行規則第２条では「行政区届出

書により市長に届出るものとする」

とあり、名簿の提供を希望しない行

政区長に対しても義務付けている

ものではありません。 

13 施行規則第１４条には、市が名簿を

提供した場合は、市のホームページで

公表するとしているが、何も知らずに

ホームページを見た市民は、個人情報

が流れていることに対する不安を抱

かないか。また、災害時の避難支援等

が目的だとわかれば、行政区に加入し

なくても行政区長がきちんと支援を

してくれると過度な期待をされるこ

とも想定される。ホームページを見た

人が、納得して正しい理解ができるよ

うな公表内容としていただきたい。 

 

市では、個人情報保護条例の中

で、業務の透明性を高める目的で、

情報の開示の運用状況について公

表を行うこととしています。今回の

条例でも、同様の目的で公表を行う

こととしておりますが、市民の誤解

等を招かないような公表を行って

いく考えです。 
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14 施行規則に沿って名簿の提供を受

けようとすると、手続が煩雑だと感じ

る。今後、現行の行政区長に対しては、

市から手続等の説明があるようだが、

行政区長が変われば、手続が大変なこ

とから、この条例が使用されなくなる

ことが懸念される。 

個人情報は、個人情報保護法に基

づき、慎重に取り扱われるべきもの

でありますので、そのための手続が

必要です。市では、条例制定後に各

行政区長に手続方法等、具体的な内

容を伝える機会を設けるほか、行政

区長が変わった場合も、個別に説明

を行ってまいります。 

15 市が、行政区長に対して行政区加

入の促進について、強制的に実施し

ていけば、将来、行政区長のなり手

がいなくなることが考えられる。現

状も、市が強制的な指導をしていけ

ば、負担が増えて辞任する行政区長

が出てくるだろう。 

 

本条例は、地域自治の主体性を尊

重しつつ、市民の行政区への自発的

加入を促し、安全で安心なまちづく

りを進める基本的な考えを示した

ものです。市では、行政区の状況や

課題を共に共有しながら地域自治

の活性化を進める考えです。 

 


